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平成３０年美濃加茂市教育委員会 ２月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成３０年２月９日（金）午前８時４０分から午前１０時４５分まで 

  美濃加茂市役所分庁舎４階 第１会議室 

 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   教育長 日比野 安平 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 高野 光泰 

   委 員 渡邉 博栄 

   委 員 手嶋 秀人 

（事務局） 

  事務局長 可児 靖教 

  学校教育課長 古川 一男 

  教育センター次長 山内 章 

  教育総務課課長補佐 長谷川 壮重 

  学校教育課就学指導係長 河路 大輔 

 

 

３ 開会 午前８時４０分 

 

４ 議事日程等 

 （１）教育長あいさつ 

 

 （２）会議録署名委員の指名 

 

 （３）定例会会議録の承認について（１月分） 

 

 （４）議事 

     議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１１号）(案)に関する教育

委員会の意見について 

     議第２号 平成３０年度美濃加茂市一般会計予算(案)に関する教育委員会の意見につ

いて 

     議第３号 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(案)に関す

る教育委員会の意見について 

     議第４号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例(案)に関する教育委員会の意見について 

     議第５号 美濃加茂市教職員の働き方改革プラン２０１８について 

     議第６号 平成２９年度美濃加茂市教育委員会表彰の決定について 

 

 （５）協議・報告事項 

    ① 教育委員会行事予定等について 

    ② 教育センター事業報告 
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 （６）その他  
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会 議 録 

 

（１）教育長あいさつ 

 

日比野教育長 ※教育長から開会のあいさつ 

・先日の新聞の１面に当市の小規模特認校制度について取り上げられ

た。実際に制度を利用している子の実名も載っており、大変インパ

クトのある良い記事だった。平成３０年度の小規模特認校制度によ

る入学予定児童は、伊深小学校３名、三和小学校は０名となる見込

み。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  次に会議録署名委員の指名についてですが、手嶋委員さん、よろ

しくお願いします。 

  

手嶋委員  はい。 

  

 

（３）定例会会議録の承認について（１月分）  

日比野教育長 次に、１月の定例会会議録の承認についてですが、訂正等がありま

したらお願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※事前に指摘のあった箇所について説明。 

  

日比野教育長  その他、委員さん方でお気づきのことがありましたら。よろしいで

しょうか。 

では、１月定例会の会議録については、修正していただき、承認と

します。 

  

 

（４）議事 

 議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１１号）(案)に関する教育委員

会の意見について 

 

日比野教育長 では、議事へ入ります。 

議第１号、平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１１号）（案）
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に関する教育委員会の意見について、事務局から説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき補正予算案について説明。 

 ・伊深小学校の屋上の防水改修工事、西中学校の防水改修工事。平成

２９年度から平成３０年度までの２年間に亘る繰越事業。 

 

日比野教育長  只今説明していただきましたが、ご意見がありましたらお願いしま

す。 

  

 ※特に意見等無し。 

  

日比野教育長  ご意見も無いようですので、補正予算案は原案のとおり承認しま

す。 

  

 

 議第２号 平成３０年度美濃加茂市一般会計予算(案)に関する教育委員会の意見について 

 

日比野教育長 次に議第２号、平成３０年度美濃加茂市一般会計予算（案）に関する

教育委員会の意見について、事務局から説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料を基に、教育総務課に関する予算について説明。 

※全４２事業（主な事業は次のとおり） 

・放課後児童健全育成事業･･山手小学校区放課後児童クラブの定員を

３０人増員し、１００人に。 

・のぞみ教室新築事業･･古井小学校敷地内に建物を新築。平成３０年度

３学期から使用開始予定。定員を２０名から４０名に拡大。（新規

事業） 

・児童就学援助・奨励事業･･新入学児童学用品費を前年度中に前倒し支

給。支給額の増額。給食費を全食分助成。併せて特別支援教育就学

奨励費も増額。 

・生徒就学援助・奨励事業･･児童と同様。 

・特別支援教室改修事業･･太田小学校に多目的トイレを設置。 

・学校施設長寿命化計画策定事業･･建物診断。平成３０、３１年度（２

年間）かけて計画を策定する。（新規事業） 

  

日比野教育長  まずは教育総務課について新規の事業を中心に説明してもらいまし

た。 

 放課後児童健全育成事業については、山手小学校を増築した結果、

教室に余裕が出来たのでそれを活用して定員を拡大しようというもの

です。他の学校でも定員をオーバーしていますので、考えていかなけ

ればならないと思っています。 
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 のぞみ教室については、体育館の空きスペースで開設してきました

が、念願が叶って古井小学校の敷地内に建物を新築します。これによ

り２０人の定員が４０人へ拡大できますので、余裕のあるうちは市外

の外国人児童生徒も受け入れることができます。教育委員会が主体と

なって就学前の適応教室を実施している美濃加茂市の取組は、非常に

珍しい例だと思います。 

 就学援助については、給食の食材費に３億円程かかっていますが、

これを無料化するのか、その分他の教育施策に使った方が良いのかと

いう議論になります。私が市議会で説明しておりますのは、やはり支

払える家庭には支払ってもらい、困窮家庭は手厚く援助していきたい

ということです。多子家庭の何人目からは給食費を減額するような取

組をしている自治体もありますが、子どもが多いからと言って必ずし

も貧困ということではなく、余裕がある家庭もあるわけです。 

 太田小学校の多目的トイレについては、障がい児がいますので、使

いやすいように配慮しての設置です。 

 学校施設の長寿命化については、調査をして計画を立てるだけでも

多額のお金が必要です。 

  

矢島委員  のぞみ教室は、新しく建ったら今の所の活用はどうなりますか。 

  

日比野教育長  元に戻すのが本来かもしれませんが、新しいのぞみ教室が定員を超

えた場合に補助的に使用できる部屋として残しておきたいと思ってい

ます。 

  

手嶋委員  私が教育委員会の会議などに出席するための４月からの旅費につい

て予算化していただけるとうかがいましたが、どうですか。 

  

可児事務局長  県外教育委員等旅費として旅費を支給できるよう予算要求してあり

ます。また、後の条例改正の議案でもご説明いたしますが、旅費が支

給できるよう条例の改正も併せて行います。 

  

日比野教育長  その他にご質問などありましたらどうぞよろしくお願いします。 

  

 ※特に質問等無し 

  

日比野教育長  それでは、学校教育課の予算について説明をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料を基に、学校教育課に関する予算について説明。 

※全２４事業（主な事業は次のとおり） 

・教職員研修事業 

・発達支援事業･･教育センターの発達支援体制を整える。ｋ－ａｂｃ検
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査を市独自で実施。 

・小規模特認校推進事業（新規事業）･･伊深小学校、三和小学校の全児

童に１人１台タブレットパソコンを支給し、授業等で活用する。子

どもたちが主体的に学習活動に活用していける体制を整える。三和

小学校では、慶応大学と連携し、自分の成長を記録して自己肯定感

に繋げていく取組を実施。 

・活躍する生徒支援事業 

・フロム０歳プラン推進事業･･サイエンスツアー等を継続。ヤギさんふ

れあい事業を継承。 

・英語教育推進事業･･中学校３年生全員に英検受験を。ＡＬＴを３名か

ら４名に増員。 

・外国人児童生徒就学促進事業･･のぞみ教室新築に伴い事業拡大。 

・情報教育推進事業･･電子黒板の全校各学年１台配置完了。タブレット

パソコン更新（５年計画）。校務用パソコン更新。 

  

日比野教育長  お気づきのことがありましたらお願いします。 

  

手嶋委員  資料の「積算根拠」欄について、金額の単位が「円」と「千円」と

がありますが意味はありますか。 

  

可児事務局長  個々の支出について全て「千円」単位にしますと、端数処理の誤差

が大きくなってしまいますので、「円」単位で合算した額の端数を「千

円」単位に繰り上げた方が良いものについては「円」単位で計算した

後に「千円」単位にして記載しております。その必要がないものは

「千円」単位での記載となっています。 

  

日比野教育長  各校にタブレットパソコンを導入しましたが、始めの頃に入れた学

校では既に古くなってきました。パソコンのＯＳも古くなっていきま

すので、絶えず更新をしていかないとソフト自体も使えなくなるよう

なこともあります。 

  

古川学校教育課長  情報機器は更新が大変早い状況でありまして、どう予算を有効に使

っていくか苦心しています。理想は一度に切り替えられると良いので

すが、財政的にも困難なため、５か年計画で進めてまいります。 

  

日比野教育長  各学校に４０台ずつタブレットを導入したのは美濃加茂市が一番早

かったと思うのですが、どの市町村においても更新の悩みはありま

す。しかし、時代に対応していくためには費用を掛けざるを得ないわ

けです。プログラミング教育も始まりますし、英語も始まり、様々な

ことを始めなければなりませんので、目の前の子どもとどう接してい

くか、本来どうしてもやるべきこと、大事な部分を疎かにしないで対
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応していかねばならないと常に考えております。 

 タブレットを活用したプログラミング教育についても、どう美濃加

茂市で進めていくか研究していき、そこで得られた良い方策を他の学

校にも応用していけると良いとの思いも常にあります。各学校がそれ

ぞれミッションを持って取り組んでいますので、その１つとして伊深

小学校と三和小学校の小規模校から全児童に配布した取組を始めたい

と思います。 

 その他にご意見が無ければ、議第２号を承認といたします。 

  

 

 議第３号 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(案)に関する教

育委員会の意見について 

 

日比野教育長 次に議第３号、美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正

する条例(案)に関する教育委員会の意見について、説明をお願いしま

す。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき説明。 

・「美濃加茂市障害児就学指導委員会」の名称を「美濃加茂市教育支援

委員会」に改める。 

・文部科学省から、法令改正の折に、発達支援を含めた教育支援を充実

していくよう、そして名称も変更した方が良い旨の指導があったた

め、当市においても就学指導ばかりでなく、入学後も支援していくた

め、分かりやすい名称とした。 

  

日比野教育長  「障害児」という言葉を使う時には配慮が必要です。 

  

鹿野委員  「障害」の「害」をひらがなで「がい」とする時がありますが、どの

ように使い分けているのですか。 

  

可児事務局長  法定用語とされている名称に「害」が使われている場合は、そのまま

「害」を使い、市単独のものは「がい」を使うようにしています。 

  

日比野教育長  ひらがなで「がい」と書くよう配慮している所は全国でもたくさんあ

りますが、法定の用語の場合は漢字で書かれていますので、漢字を用い

ます。 

その他にご質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、議第３号については、承認いたします。 
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 議第４号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例(案)に関する教育委員会の意見について 

 

日比野教育長 次に議第４号、美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例(案)に関する教育委員会の意見につ

いて、説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき説明。 

・附属機関の名称の改正（「美濃加茂市障害児就学指導委員会」を「美

濃加茂市教育支援委員会」に改める。）に伴い、当条例についても名

称を改正する。 

・特別職の職員として学識経験者等を広く全国から来ていただく場合

に、美濃加茂市で開催する会議への旅費について費用弁償として支

給できるよう改正される。これにより、美濃加茂市へアドバイスを

いただく委員として、県外からも広く多くの方に就任していただき

やすい環境をつくる。 

・手嶋委員の旅費についても４月からは支給することとなります。 

・学校医の報酬について、就学時健診の際の児童生徒一人当たりの加

算額を１６６円から１６７円に改定する。 

  

日比野教育長 教育センター運営委員を務めていただいている教授の旅費について

はどうなりますか。 

  

可児事務局長  普通旅費で実費を支給することになります。 

 その他に全庁的な議論が必要なことですが、大学教授や医師、弁護

士などに附属機関の委員に就いていただいておりますが、手当は一律

５，５００円に決められています。これを改正できないか議論になっ

ているのですが、今回は改正されません。介護認定や障がい認定など

の場合は特別に配慮した金額となっていますが、一般的な附属機関の

場合は一律となっています。今後、人事課が所管している報酬審とい

う会議がありますので、そちらの方で審議していただくことになりま

す。 

  

日比野教育長  時給としても本業とかなり異なります。県では教授や助教授、学部

長などで差がありますが、市では差がつけてないのですね。 

  

可児事務局長  附属機関によっては差があるものもありまして、例えば学校医への

報酬も医師、歯科医、看護師でそれぞれ異なります。 

 しかし、市の施策等に対する意見を求める審議会などについては一

般公募の市民も医者も弁護士も大学教授も同額となっている附属機関

が多くあります。採算度外視で市のためにとご協力くださっており、
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市全体として検討していくべき課題であると人事担当課も執行部も認

識はしております。 

  

日比野教育長  教育委員さん方に関することについては少しずつ改善されてきてい

ます。研修旅費が支給されるようになったのも最近です。美濃加茂市

が良くなるために良い人材に集まってもらいたい訳ですので、一つ一

つ変えていっているところです。 

  

高野委員  例えば学校での健診などの際、校医さんの他に助手として看護師も

来られますが、報酬はどのようになっていますか。 

  

長谷川課長補佐  ご一緒に付いてみえる看護師さんの報酬は、１時間当たりいくらと

決められています。看護師の人数×単価という計算です。 

  

矢島委員  学校医の選任や交代の時はどのように決めるのですか。 

  

長谷川課長補佐  医師会に相談して推薦いただいております。 

  

可児事務局長  医師会、歯科医師会、薬剤師会がありますので、交代されるような

場合は、それぞれの会から推薦していただくという形です。 

  

日比野教育長  なかなか割に合わない仕事を、子どものことだからということで学

校医として務めていただいております。 

  

渡邉委員  「特別職の職員」の言葉の使い方の意味はどういうことですか。 

  

可児事務局長  一般職員と異なるということで、教育委員さんは皆さん全て非常勤

の特別職の職員です。 

  旅費につきましては、一般職の職員と同様に県内出張旅費が支給さ

れませんので、市内の教育委員さん方の旅費は月額の報酬費に含まれ

ているという考え方となっています。県外からお越しいただく委員さ

んへは費用弁償が支給されます。 

  

渡邉委員  「住所又は居所から」と規定されていますが、住所以外の場所から

移動する場合も対象となるということですか。 

  

可児事務局長  「住所」としますと住民票の所に限られてしまいますので、実際に

お住いの場所などからでも支給できるような規定となっています。 

  

高野委員  教育委員である私たちは、非常勤の公務員であるということです

ね。 
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可児事務局長  非常勤の特別職の公務員となります。公務員のお立場ですので、公

務災害の適用もあります。 

  

高野委員  会議に出席するほか、学校の行事に参加するような場合はどうです

か。 

  

可児事務局長  教育委員会の会議に出席いただく際は職務命令となりますので、公

務となります。学校行事につきましては任意でのご参加ですので若干

議論が分かれるところですが、教育委員としてご出席される場合は公

務になると考えています。 

  

鹿野委員  仕事などでお忙しくて出張中のところを教育委員会の会議のために

戻って来てまた出張に行くというような場合も旅費を出していただけ

るとありがたいですが。 

  

日比野教育長  お気持ちは分かりますが、今はまだそこまでは。 

改正できるところは改正していけると良いと思います。この場でな

くても、またご意見がありましたらおっしゃってください。 

  

 

 議第５号 美濃加茂市教職員の働き方改革プラン２０１８について 

 

日比野教育長 次に議第５号、美濃加茂市教職員の働き方改革プラン２０１８につい

て、お願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づき説明。 

１．長時間勤務の解消について 

・毎日の出退勤時間を把握するため、専用のパソコンを設置。管理職  

が毎日確認し、指導する体制とする。 

・早期退勤日（ノー残業デー）を設定し、週１日は午後７時までに退

勤する。８月６日から１６日までは、市教育委員会が主催する会議

や研修等は実施しない。８月１２日から１６日までの５日間は学校

を閉庁日とし、日直を置かない。緊急連絡先は学校教育課とする。 

・午後７時以降の電話対応は、専用携帯電話へ。 

・業務内容を見直す。教育委員会からの学校訪問や職員研修、学校行

事、会議などの見直し。 

・部活動の取組。休日の活動時間は「準備・片づけを含めて４時間以

内」とする。大会前など４時間を超える場合は、他の休養日を設け

る。外部指導者を積極的に活用する。 

２．ハラスメントとメンタル不調等の速やかな察知と解決 
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・各学校にて管理職による把握。 

・教育委員会による把握。 

  

鹿野委員  放課後の話は出ますが、早朝の出勤はどのようになりますか。ま

た、専用携帯電話は誰が受けるのですか、当番なのか管理職が持つの

ですか。 

  

古川学校教育課長  早朝の出勤時間については具体的に示しておりません。「何時よりも

前に出勤してはならない」ということは敢えて示していません。携帯

電話は職員室に置くこととし、各学校にて電話を受ける体制を整える

というふうに考えております。 

  

手嶋委員  正確な勤務時間の把握については、まず本人が入力し、それを管理

職が毎朝管理するとのことですが、毎朝、その日の出勤時刻と前日の

退校時刻を。確認した後はどうするのですか。月８０時間を超えた場

合は市教委へ報告するのか、確認した後の対応はどうするのでしょう

か。 

  

古川学校教育課長  出退勤時刻の入力につきましては、独自に開発したソフトで各職員

が出勤、退勤したときに「エンター」キーを押すと、自動的に時刻が

入力されます。毎月各学校から学校教育課へ提出してもらい、全職員

の毎月の勤務状況を報告してもらうようにしていきます。 

  

手嶋委員  毎朝管理職が確認する必要があるのかなと。月に１回ではいけませ

んか。トータルで８０時間を超えたか超えてないか。超えた場合にそ

の理由と改善方法を話し合うようなふうでは。 

  

古川学校教育課長  かえって業務が増えて負担になるという考え方もあるかと存じます

が、職員の勤務を把握するということを来年度徹底していきたいとの

考えです。そこで、来年度はまず管理職がきめ細かく確認し、特に気

になる勤務状態の職員がいましたら指導助言ができるような体制をと

っていきたいと思っています。 

  

手嶋委員  分かりました。月に１回は提出するということにするのでしたら、

文章の中に入れられたらいかがですか。この案では、「教育委員会事務

局は、（毎月ではなく、）教育委員訪問又は教育長訪問の際に勤務時間

の実態を把握する」と読み取れますので、勤務時間の把握が毎月であ

れば、そのように明記されては。 

  

古川学校教育課長  お示ししました案には明記しておりませんが、毎月報告することに

しています。これを進めていくには記載しておいた方がよろしいでし
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ょうか。 

  

手嶋委員  将来的にはこちらから学校へアクセス出来るようになればそのよう

なことも必要なくなるのですが。 

 それと、夏休みや冬休みの部活動の時間はどのような扱いになりま

すか。 

  

古川学校教育課長  休日の扱いと同じで良いかと考えています。 

  

手嶋委員  そうすると、４時間以内であれば夏休み毎日部活やっても良いとい

うことですか。８月１２日から１６日までの５日間を閉庁日にするこ

とも同様に適用されますか。 

  

古川学校教育課長  夏期休暇は基本的には休日扱いで活動は４時間以内として、平日１

日以上は休養日を設けます。閉庁日の期間は部活動も行わないという

ことです。 

  

日比野教育長  長期休暇についてはもう少し詰めておいた方が良いですね。夏休み

は平日ではなくて休日でとなると、解釈が異なる場合があるかもしれ

ません。 

それと、今は土日の両方を活動しても良いことになっているわけで

すね。これについては、国や県からの指針が出されると思いますの

で、３０年度は調整の年にして３１年度からは合わせていく必要があ

ると思います。 

  

古川学校教育課長  土日の活動につきましても、国の方から指針が出てくるものと思わ

れますので、平成３０年度は移行期間と考え、平成３１年度は土日の

どちらか１日は休みにする方向で進めたいと考えております。 

  

日比野教育長  早朝の出勤時間についても、部活動で出てくる教員もいれば業務で

出てくる者もいます。それでも無制限で早くして良いという訳ではな

いのでチェックが必要です。 

  

古川学校教育課長  部活動は午前７時３０分以降というように示してあります。 

  

日比野教育長  早朝の出勤時間についても確認をお願いします。 

 ハラスメントについては、子どもたちがＳＯＳを出す方法について

研修している学校もあります。どうやって助けを求めたりするのかを

研修しています。いじめを受けたときに誰にも言うことができないと

いう閉塞状態で自殺が起こったりしていますので、実はそうではない

んだと徹底していく必要があるとつくづく思っています。 
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矢島委員  先生方の勤務時間をパソコンに入力することで働き方の状況を把握

されるということですね。仕事量が軽減されなければ、止むを得ず勤

務時間を短めに申告するということは考えられませんか。どこまで信

憑性があるのかなと思います。 

  

古川学校教育課長  「早く帰れ」との掛け声だけではいけません。何か仕事を減らさな

ければならないとも考えます。時間を短めに申告することも出来てし

まうかもしれませんが、管理職がしっかり管理をします。週１回は必

ず早く帰るという意識付けをしていきます。 

  

高野委員  主役である子どもたちの学校生活を充実してもらうことが大事で

す。そのための働き方改革であれば大いに結構かと思います。ハラス

メントとかメンタル不調を管理職の先生方が丁寧にヒアリングされる

のも良いと思います。一方で、管理職の先生方の健康面に関する受け

皿、相談先はどうなるのですか。 

  

山内教育センター次

長 

 まずは校長会などの折に校長同士で相談し合ったりして交流してい

ます。勿論、困ったことがあれば教育委員会に相談をして助言をして

もらうこともやっておりまして、そういう中でやってきました。 

  

古川学校教育課長  管理職についてはご指摘いただきましたとおりですが、基本的には

学校教育課を窓口として相談体制を整えていきたいと考えておりま

す。 

  

高野委員  逆に仕事量としては増えるのではないですか。反比例しているよう

で、大変だなぁと、ふと思うのです。 

  

手嶋委員  管理職も入力するんですかね。 

  

古川学校教育課長  はい。実はもうすでに進めていることであります。今はシステムが

学校によって異なっていますが、今後は市内全校を統一してシステム

を整えていきます。 

  

高野委員  校長会や教頭会、教務主任会というのもあったと思いますが、その

中で話し合ったりしているわけですね。 

  

山内教育センター次

長 

 それぞれの会議の中で協議したり、雑談の中で情報交換をしたりし

ています。 

  

渡邉委員  新しくパソコンを導入される訳ですが、これまではどのように管理
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してみえるのですか。 

  

古川学校教育課長  今現在は、各教員のそれぞれのパソコンで入力して、それを校長が

集計して把握しておりますが、今後は専用のパソコンを１台ずつ設置

します。 

  

渡邉委員  ノー残業デーを導入されるということで、ノー残業デーは原則午後

７時までとされていますが、先生方の勤務時間の定時というのは何時

から何時までなのですか。 

  

古川学校教育課長  学校によって若干異なりますが、午前８時１５分から午後４時４５

分までが多いです。 

  

渡邉委員  そうしますと、ノー残業デーでも午後７時までというのは、気持ち

的に遅いような感じがします。 

  

古川学校教育課長  ご指摘の点は、いろいろと難しく悩んだところでありまして、県は

午後６時までと示してきておりますが、夏の中体連の前ですと部活動

が長くなりますので、職員室に戻った時には午後６時を過ぎていると

いうこともあり、学校での現状を踏まえて午後７時という基準ライン

を示したということであります。 

  

日比野教育長  渡邉委員のご指摘のとおりなのです。少しずつは合理的になって来

てはおりますが、やはり疑問に思われるのは当たり前だと思います。

もう少し練りながら、平成３０年度、いよいよ国の指針と合わせてや

っていく必要があると思います。先生が元気で明るく頑張ってくれな

いと子どもも良くはなりませんし、先生になることを諦める人が増え

るようではいけません。将来を支える子どもたちの教育ですから。 

 それでは、教職員の働き方改革の方針につきましては、ご承認とい

うこととさせていただきます。 

  

 

 議第６号 平成２９年度美濃加茂市教育委員会表彰の決定について 

 

日比野教育長 それでは、議第６号、平成２９年度美濃加茂市教育委員会表彰の決定

についてお願いいたします。まず、事務局から説明をお願いします。 

  

河路係長 ※美濃加茂市教育委員会表彰要綱に基づき、選考基準について説明。 

※資料に基づき、美濃加茂市教育委員会表彰「あじさい賞」の被表彰候

補者及び選考理由について説明。 

※児童生徒の個人名及び個人情報に関わる議題であるため、非公開。 
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各委員 ※被表彰候補者について審査し、協議の上、被表彰者を決定。 

  

手嶋委員  各種スポーツ・文化活動の大会の内容や児童生徒の（レギュラーか

サブか等の）参加の状況について、またその子の経歴など、よく調べ

てもらえています。 

  

 

（４）協議・報告事項 

① 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長  続きまして、協議・報告事項に進みます。まず、教育委員会行事予定

についてお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づいて３月、４月の行事予定を説明 

・３月 ２日（金）： 教育実践論文表彰式、あじさい賞表彰式 

・３月 ６日（火）： 中学校卒業式、臨時教育委員会 

・３月２３日（金）： 小学校卒業式、午後：教育委員会定例会 

・３月２６日（月）： 小中学校修了式 

・４月 ２日（月）： 服務宣誓式 

・４月 ９日（月）： 入学式・始業式、のぞみ教室開始 

  

 

② 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※配布資料に基づき報告。 

・不登校の現状と教育相談（１月までの分まとめ）。今後も増加の見込

み。 

・平成３０年度美濃加茂市教育センター事業運営の方向について。「教

職員アンケートの意見をふまえる」「国・県における教職員研修の重

点をふまえる」「美濃加茂市の教職員の働き方改革基本方針を踏まえ

る」 

・サイエンス関連事業は継続。 

・「森の学習会」は夏休み期間中１回のみに。 

・不登校対策関連事業。タブレット等ＩＣＴを活用した学力向上。スク

ールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの充実。 

・生徒指導（いじめ・問題行動）対策事業。「あじさい小中学校サミッ

ト」継続。教職員のより積極的な生徒指導力を向上させる指導・助言。 

・平成３０年度美濃加茂市教育センター研修事業の方向について。日

数、回数、会場など改善・変更。質を落とさずより充実した内容に。 
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日比野教育長 教育委員会が開催する研修が多く忙しくなっているというところが

ありますので、数を減らしていきます。精選して内容を充実させていき

ます。 

 ご質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

  

 ※質問等特に無し。 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長  それでは、その他です。今後の定例会の予定を確認してください。 

  

可児事務局長  先ほどの行事予定でお伝えしましたとおりですが、今後の定例会等の

開催について再度申し上げます。 

・３月臨時会： ３月６日（火）午前１１時（中学校卒業式後）から 

・３月定例会： ３月２３日（金）午後１時から 

  

日比野教育長  長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。以上で定例

会を終わります。この後、引き続きフロム０歳プラン推進事業の報告会

を行います。お疲れさまでした。 

  

 閉会 午前１０時４５分 

  

 


